
受付時間／10:00〜17:00

〒850-0874 ⻑崎市⿂の町３-33 ⻑崎県建設総合会館

⻑崎県司法書⼠会 ⻑崎⽀部

無 料 相 談 会
司法書⼠による相続・遺⾔

095-823-4777 定休⽇／⼟⽇・祝

 3/20(⽊・祝)
13:00〜17:00まで（※事前予約必須）

⽇時

会場 ⻑崎市北公⺠館 視聴覚室

こんなお困りごとはありませんか？

「相続登記の義務化」について知りたい
名義変更をしたいが、⼿続きが難しい
法的効⼒のある遺⾔を遺したい

 

完全予約制 ※当⽇現地での相談申込みはできません 
ご予約は下記のお電話番号までお願いします

（住所：⻑崎市千歳町5-1 チトセピアビル３階）

※相続税など、税⾦の相談については対象外となりますのでご了承ください。 
※豪⾬等、天候により中⽌になる可能性があります。中⽌の場合は個別にご連 
 絡いたしますので、今回は「完全事前予約制」とさせていただきます。


